
児童手当は令和６年10月分から、支給対象や支給月額などが拡充され、町では、
８月下旬頃に公簿上で確認した「新たに申請が必要な方」へ申請に係る案内を送
付しています。まだ手続きがお済みでない方は、お早めの手続きをお願いします。
また、進学等により住所を町外へ移しているなど、八雲町の公簿上で確認でき
ない児童がいる世帯については、案内を送付できませんので、ご自身で申請の必
要有無を確認のうえ、手続きをお願いします。

制度改正に伴う申請の最終期限は令和７年３月31日㈪までとなっており、期
限を過ぎた場合は、遡っての手当の支給はできません。
令和７年４月以降に申請した場合、手当は申請月の翌月分からの支給となります。

詳しい制度の内容については、町ＨＰをご覧ください。

【問い合わせ先】住民生活課児童係　☎０１３７－６２－２１１２

町ＨＰ

児童手当制度改正に伴う児童手当制度改正に伴う
申請はお済みですか？申請はお済みですか？
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令和６年度
ふるさと納税の状況

寄附件数� 103,784件
寄附金額�� 1,733,895,633円

12月末現在（令和６年４月～令和６年12月分）
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児童手当制度改正に伴う児童手当制度改正に伴う
申請はお済みですか？申請はお済みですか？
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